
 

 

評価書（個票） 

事務・事業名 ・助成 
 

担当課 
 （担当課長） 

社会・援護局 
福祉基盤課長 岩井勝弘 

根拠法令等 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第102条 

 

類 型 助成（その他） 

指定等
の形態 

指定 

事務・事業の 
概要 

○事務・事業創設時の趣旨 

 社会福祉施設等を魅力ある職場にすることにより、質の高い社会福祉事業等従

事者の確保を促進するためには、福利厚生の充実が不可欠であるが、民間の社会

福祉事業等事業者は、一般の民間企業と比較した場合、中小零細規模の事業者が

多数を占めており、個々の経営者の努力には限界がある。 

 そこで、全国規模のスケールメリットを活かした福利厚生事業の共同実施を進

めるため、福利厚生センターを法定化。 

 

○事務・事業の内容 

厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務（社会福祉法第 103 条） 

１ 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生

に関する啓発活動を行うこと。 

２ 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。 

３ 福利厚生契約（福利厚生センターが社会福祉事業等を経営する者に対し

てその者に使用される社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るた

めの事業を行うことを約する契約をいう。）に基づき、社会福祉事業等従

事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。 

４ 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業等を経営する者

との連絡を行い、及び社会福祉事業等を経営する者に対し助成を行うこ

と。 

５ 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を

図るために必要な業務を行うこと。 
事務・事業の 
目的 

全国の社会福祉事業等経営者との福利厚生契約に基づき、社会福祉事業等従事
者の福利厚生の増進を図るための事業等を実施することにより、福祉・介護人材
の確保及び定着を促進することを目的とする。 

 関連する 

政策目標 
基本目標Ⅶ ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質の高い福

祉サービスの提供等を図ること 

施策大目標２ 福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図る 

こと 

施策目標２－１ 社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進するこ

と等により、より質の高い福祉サービスを提供すること 

 関連する 

業績指標 － 

 指標の 
目標値等 － 



 

 

 

法人の指定等 
の状況 

別紙のとおり 

指定・登録等の

基準に対する 
よくあるお問い
合わせと回答 

特になし 

料金等・積算根
拠 

別紙のとおり 

事務・事業の実
績 

○実績（平成 26年度） 
 ・会員数   243,977 人 
 ・法人加入率   22.6％ 

 
○事業収入（平成 26 年度） 

・掛金収入 2,261,505 千円 
（うち社会福祉法人実施分 2,261,505 千円） 

国からの補助金
等 

○補助金・委託費等（平成 28 年度）：－ 
 

事務・事業の見
直し状況（これ
までの検証） 

●関連予算の軽減 
 平成 20 年度財務省予算執行調査等を踏まえ、①会員の拡大 ②福利厚生事業の
拡充 ③経費の縮減に努め、効率的運営を目指すことを基本方針としており、平

成 27 年度以降については、自主財源により運営。 
（参考）平成 26年度当初予算 35,528 千円 

事務・事業の必
要性等・有効性 

●事務・事業の必要性 
引き続き厳しい状況にある雇用失業情勢の中、人材確保が困難な状況が続いて

いる福祉・介護分野は、地域における成長分野として位置づけられ、今後の雇用
の受皿として期待されていることから、今後も福利厚生の充実による魅力ある職

場作りと質の高い社会事業従事者の確保・定着を図る必要があり、現在の社会的
ニーズは高い。 
 
●事務・事業の妥当性 

 福利厚生センター運営事業については、競争入札の導入や管理事務費の縮減等
による大幅なコスト削減を継続するとともに、会員ニーズを踏まえたメニュー事
業の新設や拡大、収支状況を踏まえた事業内容の見直し等の福利厚生事業の改善
を行う等、現在の社会的ニーズに照らした事業の見直しを随時実施。 

 
●事務・事業の有効性 
 福利厚生センター運営事業については、会員のニーズに合った福利厚生事業の
拡充等により、会員数は年々増加（会員数［22年度 212,287人 → 26年度 243,977

人］）しており、当該事業の目的である福祉・介護人材の確保及び定着の促進が確
実に行われている。 



 

 

 

事務・事業の執
行体制の妥当性 

○指定等を行う妥当性 
 福利厚生センターの業務は、社会福祉事業等に関する連絡及び助成を行うこと

等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立
された社会福祉法人の知見を活用することで、国が直接実施するよりも、より効
率的・効果的な運営が可能。 
 

○事務・事業実施主体の適格性 
●指定等の基準の妥当性 

全国を通じて一つの社会福祉法人を指定することで、全国規模のスケール
メリットを確保し、一定水準以上の福利厚生事業を全国の社会福祉事業等経

営者とその職員に対して公平に実施することが可能。 
 
●実施主体としての指定等法人の適格性 

福利厚生センターの業務は、社会福祉事業等経営者との契約に基づく助成

事業であるため、社会福祉事業等に該当する公共性の高いものであり、また、
多数の経営者から多額の金銭が納付され、その管理の適正を期する必要があ
ること等から、指定は社会福祉法人に限定している。 
現在、指定されている社会福祉法人福利厚生センターは、当該業務を適正

かつ確実に実施するとともに、会員の拡大やコスト削減等による事業の改善
も継続的に行っており、実施主体として適格である。 

評価結果の総括 
（現状分析（事

務・事業の評価）
と今後の方向
性） 
 

 引き続き厳しい状況にある雇用失業情勢の中、人材確保が困難な状況が続いて
いる福祉・介護分野において、魅力ある職場作りと質の高い社会福祉事業等従事

者の確保・定着を図る必要があることから、福利厚生センターは、今後も福利厚
生事業の充実を促進する必要がある。 
 しかし、より一層の会員拡大による掛金収入の確保に努め、収支バランスのと
れた健全な、国庫補助金に頼らない自立した運営を目指す必要がある。 

備考  

 



 

 

 

別紙 

 

合計１法人 

 ・社会福祉法人 １法人 

 

法人名 指定等の時期 連絡先（ＴＥＬ） 料金等・積算根拠 

社会福祉法人（１法人） 

社会福祉法人 

福利厚生センター 

平成６年度 03-3294-6811 （福利厚生事業費内訳） 

・健康支援事業費  約 3,770 円 

・余暇支援事業費  約 740 円 

・生活支援事業費  約 1,660 円 

・啓発支援事業費  約 310 円 

・会員交流等事業費 約 2,370 円 

・広報活動事業費  約 730 円 

・運営管理費    約 330 円 

・その他      約  90 円 

 

（注）福利厚生センター事業に係る費

用については、掛金１０，０００円あ

たりの事業費内訳(26年度実績)を記

載。 

 


